
コーポレートガバナンス・コード
の策定に伴う上場制度の整備と実
務上の取扱いの⾒直し

2015年３⽉ 東京証券取引所
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【ご注意いただきたい事項】

コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の⾒直しについては、現在、当取引所においてパブリック・コメント⼿続
きを実施しております（意⾒募集は本年３⽉２６⽇（⽊）まで）。

本⽇のご説明は、上記の上場制度の⾒直し案及び本年３⽉１１⽇付で上場会社の皆様に当取引所からご案内した「『コーポレー
ト・ガバナンスに関する報告書』の様式及び記載要領並びに『独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項』の改訂（案）について」の
内容に基づいて⾏わせていただきますが、パブリック・コメントの結果を踏まえた当取引所の規則改正⼿続きにおいて、今後、内容
の変更等が⽣ずる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
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本⽇のご説明内容

I. 上場制度の整備

1. コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う制度整備

2. 独⽴性に関する情報開⽰の⾒直し

II. 実務上の取扱いの⾒直し

1. コーポレート・ガバナンスに関する報告書の様式及び記載要領の改訂

2. 独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項の改訂

III.今後のスケジュール
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【本資料中の略語の取扱いについて】

本資料中、以下の⽤語は、それぞれ略称によって表記しています。
「コーポレートガバナンス・コード」：コード
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」：ガバナンス報告書
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I. 上場制度の整備

3

1. コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う制
度整備
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①コードの尊重

• 改正内容
– 既存の「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」は廃⽌し、その尊重規定は、コード

の趣旨・精神の尊重規定に置き換える。

• 留意事項
– 2015年6⽉1⽇から適⽤開始。
– コードが採⽤する「プリンシプルベース・アプローチ」では、「関係者がその趣旨・精

神を確認し、互いに共有した上で、各⾃、⾃らの活動が、形式的な⽂⾔・記載ではなく、
その趣旨・精神に照らして真に適切か否かを判断すること」が想定されている点（⇒
コード原案・序⽂・項番１０）を踏まえ、上場会社に対して、コードの趣旨・精神の尊
重を要請。

4

（現⾏規定）
有価証券上場規程 第４４５条の３

上場会社は、当取引所の「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」を尊重してコーポ
レート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
-99-



（参考１）上場規則とコーポレートガバナンス・コードの関係
（イメージ）

5

コード

上場会社コーポレートガバナンス・コード

有価証券上場規程 

  

第１編 総則  

（目的） 

第１条  この規程は、業務規程第１条の３第４項の規定に基づき、有価証券の上場、上場

管理、上場廃止その他上場有価証券に関して必要な事項を定める。 

２ この規程の変更は、当取引所の取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が

軽微である場合は、この限りでない。 

  

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） ＩＦＲＳ任意適用会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和５１年大蔵省令第２８号。以下「連結財務諸表規則」という。）第９３条に規

定する指定国際会計基準により財務諸表等又は四半期財務諸表等を作成し、内閣総理

大臣等に提出する会社をいう。 

（１）の２ ＥＴＮ 外国で発行された法第２条第１項第１７号に掲げる有価証券のう

ち同項第５号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定

の指標（金融商品市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。）に連動するこ

とを目的とするものをいう。 

（１）の３ ＥＴＮ信託受益証券 施行令第２条の３第３号に規定する有価証券信託受

益証券のうち、受託有価証券がＥＴＮであるものをいう。 

（１）の４ 委託者指図型投資信託 投資信託法第２条第１項に規定する委託者指図型

投資信託をいう。 

（１）の５ 委託者非指図型投資信託 投資信託法第２条第２項に規定する委託者非指

図型投資信託をいう。 

（１）の６ １単位 業務規程第１５条に規定する売買単位をいう。 

（２） 親会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵

省令第５９号）（以下「財務諸表等規則」という。）第８条第３項に規定する親会社

をいう。 

（３） 親会社等 親会社、財務諸表等規則第８条第１７項第４号に規定するその他の

関係会社又はその親会社をいう。 

（４） 外国 本邦以外の国又は地域をいう。 

（５） 外国会社 外国株券等の発行者をいう。 
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・
・

（コーポレートガバナンス・コードの尊重）
第●条 上場会社は、「上場会社コーポレートガバナン
ス・コード」の趣旨・精神を尊重して、コーポレートガ
バナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。

上場規則

• 「上場会社コーポレートガバナンス・コード」（仮称）
は上場規則の別添のような位置づけとする予定。

• 上場規則の条⽂の中で、「上場会社コーポレートガバナ
ンス・コード」の全体を参照する。

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

②コードの⼀部を実施しない場合の理由の説明

• 改正内容
– 上場会社は、コードの各原則のうち、実施しないものがある場合には、ガバナンス報告書に新設され

る記載欄で、当該原則を実施しない理由を説明。
• コードが採⽤する「コンプライ・オア・エクスプレイン」（原則を実施するか、実施しない場合には、その理

由を説明するか）の⼿法について、上場制度に根拠を設けるもの。

• 留意事項
– 市場第⼀部、市場第⼆部の上場会社は、「基本原則」・「原則」・「補充原則」として掲げられた項

⽬のすべて（７３項⽬）について、⾃社が実施しているか否かの仕分けを⾏うことが必要。
– 実施しないことが、実効的なコーポレートガバナンスが実現されていないことを直ちに意味するもの

ではないが、実施しない原則に関する⾃らの対応について、株主等のステークホルダーの理解が⼗分
に得られるよう各社において⼯夫することが必要。（⇒コード原案・序⽂・項番１２）

6

「基本原則」

「原則」

「補充原則」

ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則を参考に、実現すべ
き普遍的な理念・⽬標を⽰したもの
（５原則）

「基本原則」を構成要素ごとに整理し、その理
念・⽬標を実現するための具体的⽅策も記載
（３０原則）

「原則」を補い、「基本原則」の理
念・⽬標を実現するための具体的⽅
策を記載（３８原則）

マザーズ
JASDAQ

市場第⼀部
市場第⼆部

【実施しない場合に理由の説明が必要となる範囲】

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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③コードで開⽰すべきとされる事項の開⽰の受け⽫の新設

• 改正内容
– コードの原則のうち、特定の事項を開⽰すべきとする１１原則（ ⇒参考２）に基づき開

⽰を⾏う場合の開⽰の受け⽫を⽤意するため、ガバナンス報告書に記載欄を新設。
• 市場第⼀部、市場第⼆部の上場会社が、これらの事項を開⽰しない場合には、「実施しない場

合」に該当するため、実施しない理由（前述）をガバナンス報告書に記載。

• 留意事項
– 市場第⼀部・市場第⼆部の上場会社が特定の事項を開⽰すべきとする１１原則に基づき

開⽰を⾏う場合は、その内容を本欄に記載。

– マザーズ・JASDAQの上場会社は、⼀律に適⽤される「基本原則」において開⽰が求め
られる内容が存在しないため、本欄は⾮表⽰。なお、任意に開⽰を⾏う場合は、本欄を
利⽤。

– 記載⽅法は、以下のいずれの⽅法も可能。
• 開⽰すべきとされる事項の内容を本欄に直接記載。
• 有価証券報告書、アニュアルレポート⼜は⾃社のウェブサイト等の広く⼀般に公開

される⼿段により該当する内容を開⽰している場合に、その内容を参照すべき旨と
閲覧⽅法（ウェブサイトのURLなど）を本欄に記載。

7© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

（参考２）特定の事項を開⽰すべきとする11原則（１）

8

原則 内容

原則１－４ 上場会社がいわゆる政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有に関する⽅針を開⽰すべき
である。また、毎年、取締役会で主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中⻑期的な経
済合理性や将来の⾒通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性について具体的な説明を⾏うべきで
ある。

上場会社は、政策保有株式に係る議決権の⾏使について、適切な対応を確保するための基準を策定・開⽰す
べきである。

原則１－７ 上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を⾏う場合には、そうした取引が会社や
株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あら
かじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な⼿続を定めてその枠組みを開⽰するとともに、その⼿続を踏
まえた監視（取引の承認を含む）を⾏うべきである。

原則３－１ 上場会社は、法令に基づく開⽰を適切に⾏うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効
的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コード（原案）の各原則において開⽰を求めてい
る事項のほか、）以下の事項について開⽰し、主体的な情報発信を⾏うべきである。

（ⅰ）会社の⽬指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
（ⅱ）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅と
基本⽅針

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての⽅針と⼿続
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を⾏うに当たっての⽅針と⼿続
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を⾏う際の、個々の
選任・指名についての説明

補充原則
４－１①

取締役会は、取締役会⾃⾝として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する
委任の範囲を明確に定め、その概要を開⽰すべきである。

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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（参考２）特定の事項を開⽰すべきとする11原則（２）

原則 内容

原則４－８ 独⽴社外取締役は会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべ
きであり、上場会社はそのような資質を⼗分に備えた独⽴社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。

また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、⾃主的な判断により、
少なくとも３分の１以上の独⽴社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そ
のための取組み⽅針を開⽰すべきである。

原則４－９ 取締役会は、⾦融商品取引所が定める独⽴性基準を踏まえ、独⽴社外取締役となる者の独⽴性をその実質⾯
において担保することに主眼を置いた独⽴性判断基準を策定・開⽰すべきである。また、取締役会は、取締役
会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる⼈物を独⽴社外取締役の候補者として選定するよ
う努めるべきである。

補充原則
４－11①

取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能⼒のバランス、多様性及び規模に関する考え⽅を定め、
取締役の選任に関する⽅針・⼿続と併せて開⽰すべきである。

補充原則
４－11②

社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時
間・労⼒を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他
の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任
状況を毎年開⽰すべきである。

補充原則
４－11③

取締役会は、毎年、各取締役の⾃⼰評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を
⾏い、その結果の概要を開⽰すべきである。

補充原則
４－14②

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの⽅針について開⽰を⾏うべきである。

原則５－１ 上場会社は、株主からの対話（⾯談）の申込みに対しては、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向
上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進する
ための体制整備・取組みに関する⽅針を検討・承認し、開⽰すべきである。

9© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

（参考３）ガバナンス報告書の様式変更イメージ

• ガバナンス報告書の冒頭部分に、２つ
の記載欄を新設。

10

【変更後様式のイメージ】

「コーポレートガバナンス・コードの各原則を
実施しない理由」の記載欄
•コードの各原則のうち、実施しないものがあ
る場合には、当該原則を実施しない理由を記
載。

「コーポレートガバナンス・コードの各原則に
基づく開⽰」の記載欄
• 特定の事項を開⽰すべきとする原則に基づき
開⽰を⾏う場合は、その内容を本欄に記載。

• 広く⼀般に公開される⼿段により該当する内
容を開⽰している場合に、その内容を参照す
べき旨と閲覧⽅法（ウェブサイトのURLな
ど）を本欄に記載することでも差し⽀えあり
ません。

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
【注意】様式イメージについては、今後の検討を踏まえ、項⽬名等が変更される可能性があります。
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④ガバナンス報告書の提出時期

【適⽤初年度の取扱い】
• 内容

– コードの策定に伴う上場制度及び実務上の取扱いの⾒直しは、２０１５年６⽉１⽇付で実施を予定
（同⽇付でコードも適⽤開始）。

– 適⽤初年度においては、２０１５年６⽉１⽇以後最初に開催される定時株主総会の⽇後、準備ができ
次第速やかに（遅くとも定時株主総会の⽇から６か⽉後までに）、新設された２つの項⽬（①コード
の各原則を実施しない理由、②コードの各原則に基づく開⽰事項（対象となる原則を「実施」する場
合））を記載したガバナンス報告書を提出。

• 留意事項
– 初回の適⽤時においても、「コードの各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開

⽰」以外の記載については、従来どおり、定時株主総会の⽇以後遅滞なく更新していただくことが必
要。

• この場合、上記の新設された２つの項⽬を⾮表⽰にすることも可能とする予定。

– 適⽤初年度におけるガバナンス報告書の提出後に、①⼜は②の内容について変更が⽣じた場合、変更
が⽣じた後の定時株主総会の⽇以後遅滞なくガバナンス報告書の内容を更新可能（随時更新すること
でも差⽀えない）。

【次年度以後の取扱い】
• 内容

– 初回の適⽤後における「コードの各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開⽰」の
記載の更新は、ガバナンス報告書の更新に係る現⾏の取扱いにかかわらず、毎年の定時株主総会の⽇
以後遅滞なく実施することで⾜りるものとする予定。

11© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

（参考４）ガバナンス報告書の提出時期イメージ

12

2015年
３⽉末 6⽉

2016年
３⽉末 ６⽉

【３⽉期決算会社の場合】

12⽉

株
主
総
会

株
主
総
会

準備でき次第、速やかに提出
（遅くとも定時株主総会の⽇から６か⽉後までに）

遅滞なく提出

2015年
6⽉ 5⽉

2017年
2⽉末 5⽉末

【２⽉期決算会社の場合】

11⽉

株
主
総
会

株
主
総
会

準備でき次第、速やかに提出
（遅くとも定時株主総会の⽇から６か⽉後までに） 遅滞なく提出

2016年
2⽉末

※コードに関連する事項以外について、変更がある場合には、
従来どおり、遅滞なく変更を反映した報告書を提出。

※コードに関連する事項以外について、変更がある場合には、
従来どおり、遅滞なく変更を反映した報告書を提出。

・
・
・

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

コードの適⽤
開始後、最初
の定時株主総
会

コードの適⽤
開始後、最初
の定時株主総
会
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I. 上場制度の整備

13

2. 独⽴性に関する情報開⽰の⾒直し

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

独⽴性に関する情報開⽰の⾒直し

• 改正内容
– 独⽴役員制度における「開⽰加重要件」（独⽴役員として指定する者が特定の事由（開⽰加重要件）

に該当する場合に、「その旨及びそれを踏まえてもなお独⽴役員として指定する理由」の記載を、ガ
バナンス報告書及び独⽴役員届出書に求めてきたもの）を廃⽌。

– 特定の事由への該当有無とその概要の開⽰（属性情報の開⽰）に⼀本化。

• 留意事項
– コード策定のための有識者会議において、当取引所の定める「独⽴性基準」には該当しないものの、

「開⽰加重要件」に該当している場合について、上場会社が独⽴役員としての届出（ひいては社外役
員候補者の選定）にあたり、過度に保守的な運⽤になっているとの指摘。

– コードの原則４－９は、上場会社に対して「取引所の独⽴性基準を参考に⾃社の独⽴性判断基準を策
定・開⽰すべき」旨を定めており、当該原則の実施が円滑に進むことを期待。

14© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

独⽴性基準 外形上、⼀般株主との間の利益相反が⽣ずる関係が存在するため、当取引所が独⽴役
員としての指定を認めない類型

開⽰加重要件 外形上、⼀般株主との利益相反が⽣ずる可能性があるため、独⽴役員として指定する
場合に、⼀般株主と利益相反が⽣ずるおそれがない旨の説明を求める類型

属性情報の開⽰ 外形上、⼀般株主との利益相反が⽣ずる可能性が否定できないため、独⽴役員として
指定する場合に、⼀定の関係が存在する旨及びその概要の開⽰を求める類型

⼀本化
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（参考５）独⽴性に関する情報開⽰の⾒直しイメージ

15© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

II. 実務上の取扱いの⾒直し

16

1. ガバナンス報告書の様式及び記載要領の改訂

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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（参考３）ガバナンス報告書の様式変更イメージ（再掲）

• ガバナンス報告書の冒頭部分に、２つ
の記載欄を新設。

17

【変更後様式のイメージ】

「コーポレートガバナンス・コードの各原則を
実施しない理由」の記載欄
•コードの各原則のうち、実施しないものがあ
る場合には、当該原則を実施しない理由を記
載。

「コーポレートガバナンス・コードの各原則に
基づく開⽰」の記載欄
• 特定の事項を開⽰すべきとする原則に基づき
開⽰を⾏う場合は、その内容を本欄に記載。

• 広く⼀般に公開される⼿段により該当する内
容を開⽰している場合に、その内容を参照す
べき旨と閲覧⽅法（ウェブサイトのURLな
ど）を本欄に記載することも可能。

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

①「コードの各原則を実施しない理由」の記載欄の新設

• 変更内容
– 「コードの各原則を実施しない理由」の記載欄を新設。

• 記載内容
– コードの各原則のうち、実施しないものがある場合には、当該原則を実施しない理由を記載。
– 実施しない理由の説明が必要となる各原則について、全てを実施している場合には、その旨を記載。

• 内容に変更が⽣じた場合の取扱い
– コードの実施状況や実施しない場合の理由の説明内容に変更が⽣じた場合には、変更が⽣じた後、最

初に到来する定時株主総会の⽇以後に⼀括してガバナンス報告書の内容を更新することで⾜りる。
– 変更が⽣ずるつど、随時速やかにガバナンス報告書を更新しても差し⽀えない。

• 記載上の注意事項
– 実施しない理由の説明は、実施しない原則を項番等により具体的に特定したうえで、どの原則に関す

る説明であるかを明⽰して記載。
– アニュアルレポート、⾃社のウェブサイト等において、別途、コードの各原則を実施しない理由を記

載している場合であっても、コードの各原則を実施しない理由は、本欄に記載することが必要。
– コードの各原則を実施しない理由の記載にあたっては、⾃社の個別事情を記載することや、今後の取

組み予定・実施時期の⽬途がある場合はそれらを記載することなどが考えられる。

18© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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②「コードの各原則に基づく開⽰」の記載欄の新設

• 変更内容
– 「コードの各原則に基づく開⽰」の記載欄を新設。

• 記載内容
– 市場第⼀部⼜は市場第⼆部の上場会社は、特定の事項を開⽰すべきとする原則（参考２参照）に基づ

き開⽰を⾏う場合は、開⽰を⾏う原則を項番等により具体的に特定したうえで、どの原則に基づく開
⽰であるかを明⽰して、その内容を本欄に記載。

– 開⽰すべきとされる事項の内容を本欄に直接記載する⽅法のほか、有価証券報告書、アニュアルレ
ポート⼜は⾃社のウェブサイト、 ガバナンス報告書の他の記載欄等の広く⼀般に公開される⼿段に
より該当する内容を開⽰している場合に、その内容を参照すべき旨と閲覧⽅法（ウェブサイトのＵＲ
Ｌなど）を本欄に記載する⽅法も可能。

• 内容に変更が⽣じた場合の取扱い
– 記載内容に変更が⽣じた場合は、変更が⽣じた後最初に到来する定時株主総会の⽇以後に⼀括して修

正することが可能。
– 変更が⽣ずるつど、随時速やかにガバナンス報告書を更新しても差し⽀えない。

• 記載上の注意事項
– 特定の事項を「開⽰すべき」とする原則以外の各原則の実施状況を記載する場合にも、本欄を利⽤す

ることが可能。

19© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

（参考２）特定の事項を開⽰すべきとする11原則（１）（再掲）

原則 内容

原則１－４ 上場会社がいわゆる政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有に関する⽅針を開⽰すべき
である。また、毎年、取締役会で主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中⻑期的な経
済合理性や将来の⾒通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性について具体的な説明を⾏うべきで
ある。

上場会社は、政策保有株式に係る議決権の⾏使について、適切な対応を確保するための基準を策定・開⽰す
べきである。

原則１－７ 上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を⾏う場合には、そうした取引が会社や
株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あら
かじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な⼿続を定めてその枠組みを開⽰するとともに、その⼿続を踏
まえた監視（取引の承認を含む）を⾏うべきである。

原則３－１ 上場会社は、法令に基づく開⽰を適切に⾏うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効
的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コード（原案）の各原則において開⽰を求めてい
る事項のほか、）以下の事項について開⽰し、主体的な情報発信を⾏うべきである。

（ⅰ）会社の⽬指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
（ⅱ）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅と
基本⽅針

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての⽅針と⼿続
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を⾏うに当たっての⽅針と⼿続
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を⾏う際の、個々の
選任・指名についての説明

補充原則
４－１①

取締役会は、取締役会⾃⾝として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する
委任の範囲を明確に定め、その概要を開⽰すべきである。

20© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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（参考２）特定の事項を開⽰すべきとする11原則（２）（再掲）

原則 内容

原則４－８ 独⽴社外取締役は会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべ
きであり、上場会社はそのような資質を⼗分に備えた独⽴社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。

また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、⾃主的な判断により、
少なくとも３分の１以上の独⽴社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そ
のための取組み⽅針を開⽰すべきである。

原則４－９ 取締役会は、⾦融商品取引所が定める独⽴性基準を踏まえ、独⽴社外取締役となる者の独⽴性をその実質⾯
において担保することに主眼を置いた独⽴性判断基準を策定・開⽰すべきである。また、取締役会は、取締役
会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる⼈物を独⽴社外取締役の候補者として選定するよ
う努めるべきである。

補充原則
４－11①

取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能⼒のバランス、多様性及び規模に関する考え⽅を定め、
取締役の選任に関する⽅針・⼿続と併せて開⽰すべきである。

補充原則
４－11②

社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時
間・労⼒を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他
の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任
状況を毎年開⽰すべきである。

補充原則
４－11③

取締役会は、毎年、各取締役の⾃⼰評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を
⾏い、その結果の概要を開⽰すべきである。

補充原則
４－14②

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの⽅針について開⽰を⾏うべきである。

原則５－１ 上場会社は、株主からの対話（⾯談）の申込みに対しては、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向
上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進する
ための体制整備・取組みに関する⽅針を検討・承認し、開⽰すべきである。

21© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

③独⽴性に関する情報開⽰の⾒直し対応

• 変更内容
– 「選任の理由」欄において、開⽰加重要件への該当状況と、開⽰加重要件に該当してもなお独⽴役員

として指定する理由の記載を不要とします。（2015年６⽉１⽇以後提出分から適⽤）

22

記載事項 記載上の注意
□ 選任の理由 ＜当該社外取締役を選任している理由＞

・ 会社との関係などに照らして、なぜ当該社外取締役を現在選任しているのか、その選任理由を記載してください。
（例） ・ 当該社外取締役の専⾨性と上場会社の業務との関連性から選任理由を記載することが考えられます。

・ 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂⾏
が妥当なものであるかどうかを監督するなどの観点から、経営の客観性や中⽴性の重視が選任理由につながることも想
定されますので、そうした点について具体的に記載することが考えられます。

・ 当該社外取締役選任時の選任議案に付した選任理由で代替することでも構いません。
・ 当該社外取締役の独⽴性に関する上場会社の考え⽅について記載してください。また、当該社外取締役の上場会社における役

割や機能について記載することも考えられます。
・ 当該社外取締役に期待している効⽤が独⽴性に基づくものでない場合には、あわせてその効⽤を記載することも考えられます。
＜開⽰加重要件への該当状況＞
・ 当該社外取締役が、「開⽰加重要件」（施⾏規則第２１１条第４項第５号ａ、第２２６条第４項第５号ａ、第２２９条の１０

第４項第５号ａに列挙されている事由をいいます。以下、同じ。）に該当している場合には、その旨を記載してください。「適
合項⽬に関する補⾜説明」欄において属性情報に関する記載を⾏っている場合には、当該欄にまとめて記載することも可能です。

・ 開⽰加重要件の詳細については、「第３編第１章【独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項】３．（３）開⽰加重要件につい
て」を参照してください。

・ 独⽴役員の資格を充たす社外役員を全て独⽴役員に指定している旨を「（４）独⽴役員関係 その他独⽴役員に関する事項」
において明記している場合は、開⽰加重要件への該当状況の記載は、独⽴役員に指定されている社外役員についてのみ⾏えば⾜
ります。独⽴役員に指定されていない社外役員については、当該記載を省略することができます。

＜独⽴役員に指定した理由＞
・ 当該社外取締役が、独⽴役員である場合は、当該社外取締役を独⽴役員として指定した理由について記載してください。
・ 独⽴役員の指定理由として、独⽴役員の指定に⾄るまでの経緯や、第三者委員会等の指定プロセスを経ているかなど、その過

程についても併せて記載することが考えられます。
・ 独⽴役員として指定する者が、開⽰加重要件のいずれかに該当する場合は、その事実を踏まえてもなお⼀般株主と利益相反の

おそれがないと判断し、独⽴役員として指定する理由について、具体的に記載してください。
・ 「独⽴役員に指定した理由」は、「当該社外取締役を選任している理由」とまとめて記載することが可能です。

【ガバナンス報告書記載要領の修正案（抜粋）】

削除

削除
© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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④改訂後の様式及び記載要領に基づくガバナンス報告書の提出
時期

• 改訂後の様式及び記載要領の適⽤時期
– 2015年6⽉1⽇以後は改訂後の記載要領に基づいてガバナンス報告書を提出（監査等委員会設置会社

⽤の様式の利⽤は2015年5⽉1⽇以後）

• コード関連の初回の適⽤
– 2015年６⽉１⽇以後最初に開催される定時株主総会の⽇以後、準備ができ次第速やかに、「コード

の各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開⽰」を記載したガバナンス報告書を提
出。

• 遅くとも定時株主総会の６か⽉後までに提出。
• 定時株主総会の開催前に、任意に反映いただくことも可能。
• 「コードの各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開⽰」以外の記載については、通常どお

り、定時株主総会の⽇以後遅滞なく更新していただくことが必要。
– この場合には新設する記載欄を⾮表⽰とすることができるようにする予定。2015年６⽉１⽇後最初に開

催する定時株主総会の「開催前」にコーポレート・ガバナンスに関する報告書の記載を更新する場合も
同様。

• コード関連の次回以降の適⽤
– 初回の適⽤後における「コードの各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開⽰」の

記載の更新は、 ガバナンス報告書の更新に係る現⾏の取扱いにかかわらず、毎年の定時株主総会の
⽇以後遅滞なく実施することで⾜りるものとする予定。

• 変更が⽣じる都度、任意に変更内容を反映したガバナンス報告書をご提出いただくことを妨げるものではあり
ません。

23© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

（参考４）ガバナンス報告書の提出時期イメージ（再掲）

24

2015年
３⽉末 6⽉

2016年
３⽉末 ６⽉

【３⽉期決算会社の場合】

12⽉末

株
主
総
会

株
主
総
会

準備でき次第、速やかに提出 遅滞なく提出

2015年
6⽉ 5⽉

2017年
2⽉末 5⽉末

【２⽉期決算会社の場合】

11⽉末

株
主
総
会

株
主
総
会

準備でき次第、速やかに提出 遅滞なく提出

2016年
2⽉末

※コードに関連する事項以外について、変更がある場合には、
従来どおり、遅滞なく変更を反映した報告書を提出。

※コードに関連する事項以外について、変更がある場合には、
従来どおり、遅滞なく変更を反映した報告書を提出。

・
・
・

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

コードの適⽤
開始後、最初
の定時株主総
会

コードの適⽤
開始後、最初
の定時株主総
会
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II. 実務上の取扱いの⾒直し

25

2. 独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項の改訂

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

独⽴役員届出書の様式の⼀部変更

• 変更内容
– 開⽰加重要件への該当状況の記載欄を属性情報の記載欄と統合

• 独⽴役員制度における「開⽰加重要件」（独⽴役員として指定する者が特定の事由（開⽰加重
要件）に該当する場合に、「その旨及びそれを踏まえてもなお独⽴役員として指定する理由」
の記載を、ガバナンス報告書及び独⽴役員届出書に求めてきたもの）を廃⽌。（前述）

• 特定の事由への該当有無とその概要の開⽰（属性情報の開⽰）に⼀本化。（前述）
– 従前どおり、「独⽴役員の資格を充たす者を全て独⽴役員に指定している場合」を除き、独⽴役員に指

定しない社外役員が存在する場合には、当該社外役員についても同様の内容の記載が必要。

– 独⽴性判断基準の記載
• 上場会社が、コード原則４９に基づき⾃社の独⽴性判断基準を策定・開⽰する場合は、独⽴

役員届出書の「４．補⾜説明」欄において記載。

26© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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（参考６）独⽴役員届出書の変更イメージ

現⾏様式 新様式

27

・「独⽴性基準及び開⽰加重
要件への該当状況」と「属
性情報」の記載欄を統合

・項⽬名を変更
・「開⽰加重要件」に該当する場

合の追加的な説明を廃⽌

・独⽴性判断基準を策定する場合
は、記載（参照⽅式も可能）

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

改訂後の様式及び記載上の注意事項に基づく独⽴役員届出書の
提出時期
• ２０１５年６⽉１⽇以後、最初に開催される株主総会において社外役員選任議案の付議が予

定されている場合に、改訂後の様式に基づいて作成した「独⽴役員届出書」を提出。
– 上記の株主総会に係る招集通知・株主総会参考書類等を２０１５年５⽉中に発送する場合など、「独

⽴役員届出書」の提出を２０１５年６⽉１⽇より前に⾏う場合には、現⾏の様式⼜は新様式のいずれ
によって提出しても差し⽀えない。

– ２０１５年６⽉１⽇以後、最初に開催される株主総会において社外役員選任議案の付議が予定されて
いない場合には、社外役員選任議案を付議する株主総会の際に、改訂後の様式に基づいて作成した
「独⽴役員届出書」を提出。

– 提出済みの独⽴役員届出書において、独⽴役員⼜は社外役員が開⽰加重要件に該当する旨を記載して
いる場合でも、社外役員選任議案の付議等に伴って独⽴役員届出書の提出が必要となった場合に新様
式による提出を⾏うことでよい。

28

2015年
5⽉1⽇ 6⽉1⽇

【独⽴役員届出書の様式の切替イメージ】

現⾏様式 現⾏様式
or

新様式

新様式

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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III. 今後のスケジュール

29© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

今後のスケジュール（予定）

30

時 期 予 定

2015年2⽉24⽇  上場制度改正案の公表、パブリック・コメント期間開始（〜3⽉26⽇ま
で）

3⽉11⽇  「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式及び記載要領並び
に 「独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項」の改訂（案）公表

5⽉上旬
 改正規則の公表
 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式及び記載要領並び

に 「独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項」の改訂（確定版）公表

6⽉1⽇  改正規則の施⾏
 コードの適⽤開始

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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（参考７）想定される対応スケジュール例（3⽉期決算会社）

31

2015年
5⽉
下旬

6⽉
下旬

12⽉
下旬

定
時
株
主
総
会

定
時
株
主
総
会

[

独
⽴
役
員
届
出
書
提
出
︵
旧
様
式or

新
様
式
︶]

ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
提
出
︵
新
様
式
・
コ
ー
ド
以
外
︶

7⽉
上旬

ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
提
出
︵
新
様
式
・
コ
ー
ド
対
応
︶

2016年
5⽉
下旬

7⽉
上旬

6⽉
下旬

ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
提
出
︵
新
様
式
・
コ
ー
ド
対
応
含
む
︶

[

独
⽴
役
員
届
出
書
提
出
︵
新
様
式
︶]

準備が
でき次第
速やかに現在

コーポレートガバナンス・コード
対応の検討、準備作業

投資家との対話、継続的な対応

© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Ｑ＆Ａ①

【問】 ガバナンス報告書に記載が必要なものは何か？

【答】 ガバナンス報告書には、少なくとも次の事項の記載が必要となります。

【市場第⼀部・市場第⼆部の上場会社】
①コードが定める「基本原則」、「原則」、「補充原則」の各原則につき、それを実施（Comply）し

ていないと判断する場合に、どの原則を実施していないかと、実施していない理由の説明（Explain）。

②コードにおいて、特定の事項を「開⽰すべき」としている原則について、それを実施（Comply）す
る場合は、その内容。

※②の「内容」の記載については、有価証券報告書、株主総会参考書類、アニュアルレポート、⾃社のウェブサイ
ト等の参照すべき個所を記載する⽅法で代替も可能です。

【マザーズ・ＪＡＳＤＡＱの上場会社】
①コードが定める「基本原則」につき、それを実施（Comply）していないと判断する場合に、どの原

則を実施していないかと、実施していない理由の説明（Explain）。

32© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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Ｑ＆Ａ②

【問】 マザーズ、ＪＡＳＤＡＱの上場会社は、「基本原則」以外の「原則」、「補充原則」に
ついて「実施していない」旨をガバナンス報告書に記載する必要があるか？

【答】 マザーズ、ＪＡＳＤＡＱの上場会社には、「基本原則」以外の項⽬については、実施
していない場合の説明だけでなく、実施していない旨についても記載は求められません。

なお、マザーズ、ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、「基本原則」以外の項⽬について、実
施しない項⽬やその理由等を任意にガバナンス報告書に記載することは妨げられません。

【問】 市場第⼀部・市場第⼆部の上場会社が、特定の事項を開⽰すべきとする１１原則（参考
２参照）に掲げられた１６項⽬についてガバナンス報告書 に記載しない場合は、上場規
則に抵触するのか？

【答】 ご指摘の１１の原則については、それらの原則を実施（Comply）する場合に開⽰が必
要となるものですので、開⽰をしていなければ直ちに上場規則に抵触するものではあり
ません。開⽰をしない場合は、 「コードの各原則を実施しない理由」の記載欄で理由の
説明が必要となります。

33

参考資料

1. 「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について」（東
証上場第9号・2015年2⽉24⽇）（2015年3⽉5⽇別紙差替版）

2. 『「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式及び記載要領並びに「独
⽴役員の確保に係る実務上の留意事項」の改訂（案）について』（東証上場第17
号・2015年3⽉11⽇）
– 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領（改訂案）
– 「独⽴役員の確保に係る実務上の留意事項」（改訂案）

3. 「平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について」（東証上場第４号・
2015年1⽉30⽇）

34© 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
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東 証 上 場 第 ９ 号 

２ ０ １ ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日 

 

上 場 会 社 代 表 者 

上 場 外 国 会 社 代 理 人 各  位 

 

株式会社  東京証券取引所    

代表取締役社長  清田 瞭 

 

 

コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当取引所市場の円滑な運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、当取引所では、今般、「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上

場制度の整備について」（制度要綱）を公表いたしましたので、ご案内申し上げま

す。 
政府の成長戦略「『日本再興戦略』改訂 2014」を受けて、コーポレートガバナ

ンス・コードが策定され、本年６月より適用される予定です。同戦略では、コー

ポレートガバナンス・コードについて、上場規則により、上場企業に対して、

“Comply or Explain”（原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明

するか）を求めるものとされています。今回の上場制度の見直しは、これを実行

に移すために所要の制度整備を行うとともに、独立社外取締役の円滑な選任に資

するため、独立性に関する情報開示について見直しを行うものです。 
 

 
敬具 

 
※ 本件につきましては、現在、パブリック・コメント手続に付しております。その詳細につ

きましては、当取引所のホームページ（URL: http://www.tse.or.jp/）をご覧ください。 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社東京証券取引所 上場部企画グループ 

０３－３６６６－０１４１（代表） 

０５０－３３７７－７５５２（夜間直通） 
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東 証 上 場 第 ４ 号

２ ０ １ ５ 年 １ 月 ３ ０ 日

上 場 会 社 代 表 者

上 場 外 国 会 社 代 理 人

不動産投資信託証券発行者代表者

ベンチャーファンド発行者代表者

各  位

株式会社  東京証券取引所   

代表取締役社長  清田 瞭

平成２６年会社法改正に伴う上場制度の整備について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当取引所市場の円滑な運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当取引所では、今般、「平成２６年会社法改正に伴う上場制度の整備につ

いて」（制度要綱）を公表いたしましたので、ご通知申し上げます。

今回の上場制度の見直しは、「会社法の一部を改正する法律」（平成２６年法律

第９０号。以下「会社法改正法」といいます。）において、特別支配株主の株式等

売渡請求制度が導入されるほか、社外取締役や社外監査役の社外性要件の一部緩

和が行われることなどを踏まえ、適時開示事由の見直しを行うなど所要の制度整

備を行うものです。

なお、本件につきましては、会社法改正法の施行の日から実施する予定です。

敬具

※ 本件につきましては、現在、パブリック・コメント手続に付しております。その詳細につ

きましては、当取引所のホームページ（URL: http://www.tse.or.jp/）をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社東京証券取引所 上場部企画グループ

０３－３６６６－０１４１（代表）

０５０－３３７７－７３９０（夜間直通）
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